
○科学研究上の不正行為の防止等に関する規程 

（平成２４年９月１３日規程第６１号） 

改正 平成２６年１０月２３日規程第７３号 平成２６年１０月３０日規程第７４号 

平成２６年１１月１４日規程第７７号  
 

 （目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人理化学研究所（以下「研究所」という。）が、研究所の研

究者等による科学研究上の研究倫理規範を確立するとともに、研究倫理の基本に背馳する

特定の不正な行為（以下「特定不正行為」という。）を防止し、特定不正行為が行われ、

又はその恐れがあるときに、迅速かつ適正に対応するために必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 「センター等」とは、別表第１左欄に掲げる組織をいう。 

（２） 「センター長等」とは、別表第１右欄に掲げる者をいう。 

（３） 「研究室主宰者」とは、研究室等（研究室、部、室、チーム、ユニットその他研

究活動を行うこれらに準ずる組織）を主宰する者をいう。 

（４） 「新任研究室主宰者」とは、研究室主宰者の経験（研究所外での経験を含む。）

が１年未満の者をいう。 

（５） 「職員等」とは、職員その他研究所の業務に従事する者をいう。 

（６） 「研究倫理教育」とは、研究所が行う研究倫理規範の修得及び研究倫理を向上さ

せるための教育をいう。 

２ この規程において「特定不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な

注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文等発表された研究成果の中に示されたデー

タや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 

（１） 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 

（２） 改ざん 研究資料・試料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動

によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。 

（３） 盗用 他の者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語

を当該者の了解又は適切な表示なく使用すること。 

（統括者） 

第３条 研究コンプライアンス本部長は、研究所における研究上の不正の処理に関する業務を

統括する。 

（研究倫理教育統括責任者） 

第４条 研究所に研究倫理教育統括責任者を置く。 

２ 研究倫理教育統括責任者は、研究コンプライアンス本部長をもって充てる。 

３ 研究倫理教育統括責任者は、適宜、研究倫理教育責任者を通じて、次に掲げる研究上の不

正防止に向けた取組みの実施状況等を把握し、必要と認めた場合、センター等の研究倫理

教育責任者又はセンター長等に対して改善を求める他、必要な措置を講ずるものとする。 

（１） 研究倫理教育の取組み及び履修状況 

（２） 職員等の研究倫理に関する意識の確認状況 



（３） 研究所が定める研究記録管理及び研究成果発表に関する手続きの履行状況 

（４） その他、研究倫理教育統括責任者が必要とする事項 

（研究倫理教育責任者） 

第５条 センター等に研究倫理教育責任者を置く。 

２ 研究倫理教育責任者は、センター長等からの推薦に基づき、理事長が指名する。 

３ 理事長は、必要があると認めたときは、前項の推薦を受けた者以外の者を研究倫理教育責

任者に指名することができる。 

（研究倫理教育責任者の任期） 

第６条 研究倫理教育責任者の任期は、１年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 第７条各号に掲げる事由により研究倫理教育責任者が任期途中で指名を解除された場合、

センター長等は後任の研究倫理教育責任者を理事長に推薦する。 

３ 後任に指名された研究倫理教育責任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（研究倫理教育責任者の指名の解除） 

第７条 理事長は次の各号に定める事項が生じたときは、研究倫理教育責任者の指名を解除す

る。 

（１） 研究倫理教育責任者が任期の途中で退職するとき。 

（２） 研究倫理教育責任者の任期途中での人事異動により、その所属するセンター等組

織が変更になったとき。 

（３） 研究倫理教育責任者が、自己の都合により指名の解除を希望し、理事長が認めた

とき。 

（４） その他、研究倫理教育責任者の責務の遂行が困難と認められたとき。 

（研究倫理教育責任者の責務） 

第８条 研究倫理教育責任者は、所掌するセンター等における職員等に対する研究上の不正防

止に向けた具体的な指導・教育の取組みに関する業務を統括する。 

２ 研究倫理教育責任者は、適宜、所掌するセンター等における次に掲げる研究上の不正防止

に向けた取組みの実施状況等を点検し、必要と認める場合、職員等に対して改善を求める

他、必要な措置を講ずるものとする。 

（１） 研究倫理教育の取組み及び履修状況 

（２） 職員等の研究倫理に関する意識の確認状況 

（３） 研究所が定める研究記録管理及び研究成果発表に関する手続きの履行状況 

（４） 研究倫理教育統括責任者から指示又は改善を求めた事項 

（５） その他、研究倫理教育責任者が必要とする事項 

３ 研究倫理教育責任者は、研究室主宰者に対して、研究倫理に関する意識の確認を行わなけ

ればならない。 

（センター長等の責務） 

第９条 センター長等は、その所掌するセンター等における研究上の不正を防止する研究環境

を整え、その維持のため、次の各号に掲げる事項を行うように努めなければならない。た

だし、センター長等のうち、研究室等組織・運営細則（平成２５年細則第６号）第３条か

ら第７条に規定する各組織の研究室主宰者は第２号、第４号を適用しない。 

（１） 人事制度の運用を含め、センター等を公正に運営すること。 



（２） 科学研究の本質に鑑み、センター等に所属する各研究室の公正な研究活動の自律

性を保証すること。 

（３） センター等において、論文等に疑義が生じた場合には、その調査に全面的に協力

するとともに、適正な調査が行われるよう、必要に応じて、センター等の職員等を管理

指導すること。 

（４） 新任研究室主宰者に対する、公正な研究活動や研究室のマネージメントについて

管理指導すること。 

（５） 当該センター等に置かれた研究倫理教育責任者と連携し、所掌するセンター等に

おいて、研究上の不正防止のための取組みが確実に履行されるように周知徹底を図るこ

と。 

２ センター長等は、研究所が定める研究成果発表に関する手続きを適切に行わなければなら

ない。 

３ センター長等は、研究倫理教育統括責任者又は研究倫理教育責任者から研究上の不正の防

止に向けた取組みに関する指示又は改善を求められた場合は、誠実に対応しなければなら

ない。 

（研究室主宰者の責務） 

第１０条 研究室主宰者は、その所掌する組織における研究上の不正を防止するため、次の各

号に掲げる事項を行うように努めなければならない。 

（１） 研究室を公正に運営し、研究上の不正が起こらない雰囲気を醸成すること。 

（２） 研究室等において、論文等に疑義が生じた場合には、その調査に全面的に協力す

るとともに、適正な調査が行われるよう、必要に応じて、職員等を管理指導すること。 

２ 研究室主宰者は、研究所が定める研究記録管理及び研究成果発表に関する手続きを適切に

行わなければならない。 

３ 研究室主宰者は、所属する職員等に対して、研究所が行う研究倫理教育を履修させなけれ

ばならない。 

４ 研究室主宰者は、所属する職員等に対して、研究倫理に関する意識の確認を行わなければ

ならない。 

（職員等の責務） 

第１１条 科学研究においては、自らが計画を立案、実施し、観察データを分析・評価して、

研究成果を発表することから、研究倫理に反する不正な行為についてはその行為者自身が

責任を負うべきものであるため、職員等は、誇りと高い倫理性を保持し、次に掲げる事項

をその研究活動に係る行動基準としなければならない。 

（１） 研究上の不正を行わないこと。 

（２） 研究上の不正に加担しないこと。 

（３） 周りの者に対して研究上の不正をさせないこと。 

２ 職員等は、研究所が行う研究倫理教育に関して必要とされる研修を、研究所が指定する期

限までに履修しなければならない。 

３ 職員等は、研究所が定める研究記録管理及び研究成果発表に関する手続きを適切に行わな

ければならない。 

４ 職員等は、研究倫理教育責任者から研究上の不正の防止に向けた取組みに関する指示又は

改善を求められた場合は、誠実に対応しなければならない。 



（研究倫理教育を履修しない者に対する措置） 

第１２条 研究所は、前条第２項の研究倫理教育を履修しない者に対して、注意喚起を行い、

注意喚起後もなお研究倫理教育を履修しない場合は、当該者に対して、実験室への立入禁

止や研究活動の一時停止等の必要な措置を講ずる。 

（説明責任） 

第１３条 職員等で研究上の不正に係る疑義を生ぜしめた者は、事実関係を誠実に説明しなけ

ればならない。 

（受付窓口） 

第１４条 特定不正行為に関する告発又は告発に関する相談（以下「告発等」という。）を受

け付ける窓口（以下「受付窓口」という。）を、研究コンプライアンス本部に置く。 

２ 研究所は、前項のほか、必要に応じて、研究所外に受付窓口を置くことができる。 

（処理体制の周知等） 

第１５条 研究所は、受付窓口、告発等の方法その他必要な事項を職員等及び研究所外に周知

する。 

（告発等の方法） 

第１６条 告発等は、電話、電子メール、書面又は面会とする。 

２ 前項の告発等は、原則として、顕名により行われ、特定不正行為を行ったとする研究者又

はグループ、特定不正行為の態様等、事案の内容等が明示され、かつ不正とする科学的な

合理性のある理由が示されているものを受け付けるものとする。 

３ 書面による告発等、受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法による告発等

がなされた場合は、研究所は告発者（匿名の告発者を除く。ただし、調査結果が出る前に

告発者の氏名が判明した後は顕名による告発者として取り扱う。以下同じ。）に、告発等

を受け付けたことを通知する。 

（告発等の取扱い） 

第１７条 研究所は、受付窓口において告発を受け付けたときは、速やかに研究コンプライア

ンス本部長に予備調査を実施させるものとする。 

２ 匿名による告発があった場合は、その内容に応じ、顕名の告発に準じた取扱いをすること

ができるものとする。 

３ 研究所は、告発の意思を明示しない相談については、その内容に応じ、内容を確認、精査

し、相当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思があるか否か確認する

ものとする。 

告発の意思表示がなされない場合であっても、研究所は、必要と認めた場合、予備調査

を実施することができる。 

４ 研究所は、特定不正行為が行われようとしている、又は特定不正行為を求められていると

いう告発等については、その内容を確認、精査し、相当の理由があると認めたときは、被

告発者に警告を発するものとする。ただし、被告発者が他機関に所属する者である場合、

当該他機関に事案を通知等することができる。他機関に所属する被告発者に対して研究所

が警告を行ったときは、当該他機関に警告の内容等について通知する。 

５ 学会等の科学コミュニティ、報道又は他機関から特定不正行為の疑いが指摘された場合は、

告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。 



６ 研究所の職員等について、特定不正行為の疑いがインターネット上に掲載されている（特

定不正行為を行ったとする研究者又はグループ、特定不正行為の態様等、事案の内容が明

示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る。）ことを、

研究所が確認し必要と認めた場合、告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。 

７ 被告発者が他機関で行った研究活動に係る告発等である場合、又は被告発者が他機関にも

所属している場合は、当該告発等を他機関へ通知し、当該事案の取扱い等必要な事項につ

いて協議する。 

また、他にも調査を行う機関が想定される場合は、該当する機関に当該告発等について

通知する。 

８ 研究所は、他機関から告発の通知等を受けた場合は、告発があった場合に準じ、必要な措

置をとる。 

（予備調査の実施） 

第１８条 研究コンプライアンス本部長は、必要に応じて特定不正行為の疑義が生じている研

究分野における研究所内の専門家等の協力を得て、次の各号に掲げる事項について、予備

調査を実施する。 

（１） 告発された特定不正行為が行われた可能性 

（２） 告発の際示された科学的な合理性のある理由の論理性 

（３） 告発された事案に係る研究活動の公表から告発までの期間が、各種計測データ等

を記録した紙及び電子媒体、ラボノートブック、研究試料等研究結果の事後の検証を可

能とするものについて、研究所が定める保存期間又は当該研究分野の特性に応じた合理

的な保存期間を超えるか否か 

２ 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発に係る予備調査を実施する場合は、

第１項の事項のほか、取下げに至った経緯・事情を踏まえ、特定不正行為の問題として調

査すべきものか否か調査する。 

（本調査の実施等） 

第１９条 研究コンプライアンス本部長は、前条の予備調査終了後、速やかに結果を研究所に

報告する。 

２ 研究所は、前項の報告を受けたときは、速やかに本調査の実施の要否を決定する。 

３ 研究所は、告発等を受け付けた後、本調査を実施するか否か、特段の事情がない限り、概

ね３０日以内に決定する。 

４ 研究所は、本調査の実施を決定したときは、告発者及び被告発者に本調査の実施を通知し

調査への協力を求めるとともに、被告発者が他機関に所属する場合は、当該他機関の長に

も通知するものとする。 

５ 前項に定めるもののほか、研究所は、当該告発に係る研究活動が他機関からの資金配分を

受けて行われたものであるときは当該配分機関及び文部科学省に対して本調査の実施を報

告するものとする。 

６ 告発者及び被告発者は、第４項の本調査の実施の通知を受けたときは、調査に誠実に協力

しなければならない。 

７ 研究所は、本調査を実施しないと決定した場合は、理由を付して告発者に通知する。 

この場合、研究所は、予備調査の結果を、配分機関等及び告発者の求めに応じ開示する

ものとする。 



８ 研究所は、他の機関や学協会等の科学コミュニティに、調査を実施する上での協力を求め

ることができる。 

９ 研究所は、告発された事案の調査に当たっては、告発者が了承したときを除き、調査関係

者以外の者や被告発者に告発者が特定されないよう十分配慮する。 

（一時的措置等） 

第２０条 研究所は、本調査の実施を決定したときは、当該告発された事案に係る研究活動の

ための研究費の支出停止措置を講ずることができる。 

２ 研究所は、調査に必要な資料を保全するため、次の各号に掲げる措置を講ずることができ

る。 

（１） 被告発者の定年制職員就業規程（平成１５年規程第３３号）第２５条、任期制職

員就業規程（平成１５年規程第３４号）第２６条及び大学院生リサーチ・アソシエイト

就業規程（平成２１年規程第３８号）第７条に基づく出勤禁止 

（２） 被告発者と当該調査に係る利害関係者との接触禁止 

（３） 被告発者の所属研究室等の一時閉鎖 

（４） 調査に係る物品等の確保 

（５） その他必要な措置 

３ 研究所は、前項の場合において、職員等の業務遂行を可能とするよう、可能な限り必要な

措置を講じなければならない。 

４ 研究所は、告発に係る研究活動が他機関で行われた場合は、当該研究活動が行われた機関

に対して必要な措置をとることを要請することができる。 

５ 研究所は、他機関から一時的措置の要請等を受けた場合は、必要な措置をとる。 

（調査委員会） 

第２１条 研究所は、本調査の実施のため、研究所外の当該研究分野の研究者等外部有識者を

含む調査委員会を設置する。 

２ 調査委員は半数以上が外部有識者で構成することとし、告発者及び被告発者と直接の利害

関係を有しない者のうちから、研究所が指名又は委嘱する。 

３ 委員会に委員長を置き、研究所の指名する者をもって充てる。 

４ 研究所は、調査委員会を設置したときは、調査委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者

に通知するものとする。 

５ 告発者及び被告発者は、調査委員について、通知を受けた日から起算して７日以内に異議

申立てをすることができる。 

６ 研究所は、前項の異議申立てがあったときは、内容を審査し、その内容が妥当であると判

断した場合は、当該異議申立てに係る調査委員を交代させるとともに、その旨を告発者及

び被告発者に通知する。 

当該異議申立てを却下するときは、理由を付して告発者及び被告発者に通知する。 

７ 調査委員会の事務は、研究コンプライアンス本部が行う。 

（調査の方法） 

第２２条 調査委員会による調査は、特段の事情がない限り、本調査の実施決定後概ね３０日

以内に開始する。 

２ 調査は、告発された事案に係る研究活動に関する論文、各種計測データ等を記録した紙及

び電子媒体、ラボノートブックその他資料の精査及び関係者からの聴取等により行う。 



３ 調査においては、被告発者に対して弁明の機会を与えなければならない。 

４ 被告発者は、前項の弁明の機会において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関

する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正

な方法及び手続きに則って行われたこと並びに当該研究活動に係る論文等がそれに基づい

て適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して事実関係を誠実に説明し

なければならない。 

５ 調査においては、第２項に定めるほか、調査委員会が再実験等により再現性を示すことを

被告発者に求める場合、又は被告発者自らの意思によりそれを申し出て調査委員会がその

必要性を認める場合は、被告発者は、それに要する期間及び機会（機器、経費等を含む。）

に関し研究所が合理的に必要と判断する範囲内において、調査委員会の指導・監督の下に

再実験等を行うものとする。 

６ 前項の再実験等を行うときは、研究所は、被告発者に対し、あらかじめ期間を定め、それ

に要する費用、場所及び機器その他再実験等に必要な物品を提供しなければならない。た

だし、被告発者からの申出により再実験等を行う場合にあって、同じ内容の申出が繰り返

して行われる等、当該調査の引き延ばし等を図ることが目的であると調査委員会が判断し

たときは、当該再実験等実施の申出を受け付けないこととする。 

７ 調査委員会は、告発された事案に係る研究活動のほか、調査に関連した被告発者の他の研

究活動も調査の対象に含めることができる。 

（調査結果の報告） 

第２３条 調査委員会は、特段の事情がない限り本調査の開始後概ね１５０日以内に、次の各

号に掲げる事項の認定を行うとともに、当該調査の結果をまとめ研究所に報告する。 

（１） 特定不正行為が行われた否か 

（２） 特定不正行為が行われたと認定したときは、その内容、特定不正行為に関与した

者とその度合、特定不正行為と認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等

及び当該研究活動における役割 

（３） 特定不正行為が行われなかったと認定したときは、告発が告発者の悪意に基づく

ものであったか否か。 

２ 前項第３号の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。 

（調査結果の通知等） 

第２４条 研究所は、前条の報告を受けたときは、調査結果を速やかに告発者及び被告発者

（被告発者以外で特定不正行為に関与したと認定された者を含む。以下同じ。）に通知す

るとともに、被告発者に他機関に所属する者があるときは、当該他機関の長にも通知する

ものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、研究所は、当該事案に係る研究活動が他機関からの資金配分を

受けて行われたものであるときは、当該配分機関及び文部科学省に対して調査結果を報告

するものとする。 

３ 研究所は、前条の調査の結果、告発者の悪意に基づく告発であったと認定された場合にお

いて、当該告発者が他機関に所属するときは、当該他機関の長にその旨通知するものとす

る。 

（不服申立て） 



第２５条 特定不正行為を行ったと認定された被告発者又は告発が悪意に基づくものであった

と認定された告発者（被告発者の不服申立ての審査において悪意に基づく告発と認定され

た者を含む。）は、通知を受けた日から起算して１０日以内に、研究所に対し、理由を付

した上で不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由によ

る不服申立てを繰り返すことはできない。 

２ 研究所は、特定不正行為を行ったと認定された被告発者からの不服申立てを受け付けたと

きは、告発者にその旨を通知するとともに、当該被告発者が他機関に所属するときは、当

該他機関の長にその旨通知する。 

３ 研究所は、告発が悪意に基づくものであったと認定された告発者からの不服申立てを受け

付けたときは、被告発者にその旨を通知するとともに、当該告発者又は被告発者が他機関

に所属するときは、当該他機関の長にその旨通知する。 

４ 研究所は、第２項及び第３項の不服申立てについて、当該告発に係る研究活動が他機関か

らの資金配分を受けて行われたものであるときは、当該配分機関及び文部科学省に対して

その旨報告する。 

（不服申し立ての審査等） 

第２６条 研究所は、不服申立ての審査（再調査を含む。以下同じ。）を、当該本調査を行っ

た調査委員会に行わせる。 

２ 前項の不服申立ての審査において、新たに専門性を要する判断が必要となる等の事情があ

る場合、研究所は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査

をさせることができる 

この場合において、新たに審査を行うこととなる者については、告発者及び被告発者と

直接の利害関係を有しない者とし、指名等に関する手続きについては第２１条第２項から

第６項を準用するものとする。 

３ 調査委員会（他の者が審査した場合は当該者。以下同じ。）は、不服申立ての趣旨、理由

等を勘案し、当該告発についての再調査を実施するか否かを速やかに決定し、その結果を

研究所に報告する。 

４ 調査委員会は、不服申立ての審査を実施するときは、不服申立て者に対し第２３条の調査

結果を覆すに足る資料の提出その他当該事案の速やかな解決のために必要な協力を求める

ものとし、不服申立て者が必要な協力を行わないときは、当該審査を行わず又は打ち切る

ことができる。 

５ 第３項の審査において、当該不服申立てが当該審査の引き延ばし、又は第２８条に定める

措置の先送りを主な目的としていると調査委員会が判断したときは、研究所は、以後の不

服申立てを受け付けないことができる。 

６ 調査委員会は、再調査を開始した場合、特段の事情がない限り、再調査の開始後概ね５０

日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、当該再調査結果を研究所に報告する。 

７ 不服申立ての審査において、告発が告発者の悪意に基づくものであったかどうかの認定を

行うに当たっては、第２３条第２項を準用する。 

８ 研究所は、第３項又は第６項の報告を受けたときは、被告発者及び告発者に対し、審査結

果を通知するとともに、被告発者又は告発者が他機関に所属するときは、当該他機関の長

に通知する。ただし、第２３条において特定不正行為を行ったと認定された被告発者から

の不服申立ての場合においては、告発者の所属機関の長への通知はしない。 



９ 研究所は、前項に定めるものの他、当該告発に係る研究活動が他機関からの資金配分を受

けて行われたものであるときは、当該配分機関及び文部科学省に対して第３項又は第６項

の結果を報告する。 

（調査結果の公表） 

第２７条 研究所は、第２３条第１項又は第２６条第６項の調査結果の報告において、特定不

正行為が行われたとの報告があったときは、特段の事情がない限り、次の事項を公表する。 

（１） 特定不正行為に関与した者の氏名及び所属 

（２） 特定不正行為の内容 

（３） 研究所が公表時までに行った措置の内容 

（４） 調査委員会委員の氏名及び所属 

（５） 調査の方法、手順等 

（６） その他必要な事項 

２ 研究所は、第２３条第１項又は第２６条第６項の調査結果の報告において、特定不正行為

が行われなかったとの報告があったときは、原則として調査結果を公表しない。ただし、

調査事案が報道される等既に外部に知られている場合及び論文等に故意又は研究者として

わきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠った場合によるものでない誤りがあった場合

は、調査結果を公表する。この場合において、公表する内容は、特定不正行為は行われな

かったこと（論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠

った場合によるものでない誤りがあった場合はそのことを含む。）の他、必要な事項とす

る。 

３ 研究所は、第２３条第１項又は第２６条第６項の調査結果の報告において、当該告発等が

告発者の悪意に基づくものと報告があったときは、前項の他、告発者の氏名及び所属を公

表する。 

（特定不正行為が行われた場合の措置） 

第２８条 研究所は、第２３条第１項又は第２６条第６項の調査結果の報告において、特定不

正行為が行われたとの報告があったときは、第２７条第１項の公表に加え、次の各号に掲

げる措置を講ずるものとする。 

（１） 特定不正行為を行った者に対する研究所の規定に基づく処分 

（２） 特定不正行為を行った者に対する当該研究活動に係る論文等の取下げ勧告 

（３） 特定不正行為を行った者の所属長等に管理責任があると認められるときは、当該

所属長等に対する研究所の規定に基づく処分 

２ 前項の他、必要に応じ、次の各号の措置を講ずるものとする。 

（１） 特定不正行為を行った者に対する期間を定めた研究所内外の競争的資金を含めた

研究費（研究機器の維持等に係る経費は除く。）の使用禁止 

（２） 特定不正行為を行った者に対する既に使用した研究費の全部又は一部の返還請求 

（特定不正行為が行われなかった場合の措置） 

第２９条 研究所は、第２３条第１項又は第２６条第６項の調査結果の報告において、特定不

正行為が行われなかったとの報告があったときは、第２７条第２項ただし書きの規定によ

る公表の他、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。 

（１） 第２０条の規定により講じた措置の解除 

（２） 当該事案において特定不正行為が行われなかった旨の調査関係者への周知 



（３） 被告発者の不利益の発生防止及び名誉回復に係る措置 

（４） その他必要な措置 

（調査への協力） 

第３０条 研究コンプライアンス本部長は、調査において、必要に応じ、役員及び職員等に対

して当該調査に関する協力を依頼することができる。 

２ 調査に関わる部署又は役員及び職員等は、当該調査に協力しなければならない。 

（告発者、被告発者等への配慮） 

第３１条 研究所は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理

由に、告発者に対し、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。 

２ 研究所は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、被告発者の研究活

動を部分的又は全面的に禁止したり、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしたりし

てはならない。 

３ 研究所は、調査協力者等が不利益を受けることがないよう十分配慮するものとする。 

（情報漏えいの防止） 

第３２条 研究所は、告発者、被告発者、告発内容及び調査内容について、調査結果の公表ま

で、調査関係者以外に漏えいしないよう十分配慮する。 

２ 調査の実施等事案の処理に当たっては、調査対象の研究活動に係る公表前のデータ又は論

文等の研究上若しくは技術上の秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えい

することのないよう十分配慮する。 

（委員の謝金及び旅費） 

第３３条 調査委員会に出席する研究所外の委員に対し、謝金及び必要な経費を支給すること

ができる。 

２ 委員に対する謝金及び旅費の支給に関しては、委員会委員等への謝金の基準（平成１５年

細則第６９号）に定めるところによる。 

（雑則） 

第３４条 この規程に定めるもののほか、研究上の不正の防止等に関し必要な事項は、別に定

める。 

附 則 

この規程は、平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１０月２３日規程第７３号） 

 
 

この規程は、平成２６年１０月２４日から施行する。 

附 則（平成２６年１０月３０日規程第７４号） 

 
 

この規程は、平成２６年１１月２５日から施行する。ただし、この規程の施行前の調査の

対象となる不正行為の意義については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年１１月１４日規程第７７号） 

 
 

この規程は、平成２６年１１月２１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 



センター等 センター長等 

創発物性科学研究センター センター長 

光量子工学研究領域 領域長 

環境資源科学研究センター センター長 

生命システム研究センター センター長 

多細胞システム形成研究センター センター長 

脳科学総合研究センター センター長 

統合生命医科学研究センター センター長 

バイオリソースセンター センター長 

ライフサイエンス技術基盤研究センター センター長 

計算科学研究機構 機構長 

放射光科学総合研究センター センター長 

仁科加速器研究センター センター長 

HPCI計算生命科学推進プログラム 
プログラムディ

レクター 

新興・再興感染症研究ネットワーク推進センター センター長 

情報基盤センター センター長 

イノベーション推進センター センター長 

創薬・医療技術基盤プログラム 
プログラムディ

レクター 

バイオマス工学研究プログラム 
プログラムディ

レクター 

予防医療・診断技術開発プログラム 
プログラムディ

レクター 

研究室等組織・運営細則（平成２５年細則

第６号）に定める研究室等  

左記細則第３条から第７条に

規定する各組織  

それぞれの研究

室主宰者  

研究推進グループ 
グループディレ

クター  

グローバル研究クラスタ   クラスタ長  

 


